
別紙 ３ 北広島市

(第

(第

(施策 ）

 【 費用の予定額 】

～

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、
団体等に対する補助金等は全項目について採点する。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であること
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれて
いること

5
体育協会の活動は市民のスポーツ振興に直結する
ものであり、補助目的との整合性は保たれている。

採点合計 34 点

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供す
ることのないもの

5
体育協会には25団体2,800名が加盟しており、また、
協会の実施する事業には加盟者以外にも多数の参
加があるため、広い効果性が認められる。

(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 4 市民のスポーツに対する関心や健康づくりへの意識
が高まる中、体育協会の活動にはこれまで行政が実
施していたものが多く含まれており、補助を行う必要
性は高い。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動
である

4

評　　　価

チェック項目 採点 選択理由、説明等

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極
的に奨励しようとするもの

4
市民のスポーツ振興、健康増進は行政の実施すべ
き事業であり、活動の多くにそれらの事業が含まれ
ている体育協会に補助を行うことは、公益性の面で
妥当と認められる。

×３＝

12

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か □有　　　　■無

その他特財
一般財源 2,568 3,118 3,118

交付金額

国支出金
道支出金
地方債

合　計 2,568 3,118 3,118

（単位：千円）

区　　　　　　　分 22年度決算額 23年度予算額
24年度以降予定額

24 年度 毎年度

補助金等の概要
　市民の積極的なスポーツ活動の振興を図るため、市内の体育団体を統括する北広島市体育協会
の運営費及び事業費に対し、補助金を交付する。

上位施策との関
連
（総合計画での
  位置付け）

章 　人と文化を育むまち 2 章）

節 　スポーツ活動の推進 8 節）

施策 　競技スポーツの振興 2

事務
区分

■自治事務 交付開始年度 S50年代 根拠法
令等

北広島市体育協会補助金交付要綱
□法定受託事務 交付終了予定年度

平成２３年度補助金等評価調書（現行補助金用）
平成23年5月20日現在

整理
番号

284
補助金
等名

北広島市体育協会補助金
作成
部署

教育部　社会教育課
電
話

内線890



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市体育協会補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市体育協会 設立年 昭和４１年

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 284 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ２５団体、２，４００名 （23年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

市内の体育団体を統括し、体育団体及び関係機関との連絡調整を図るとともに、スポーツの
振興と普及を通して市民の健全な発達を期し、明るく豊かな市民生活の形成に寄与する。

 交付先団体等の
 活動内容

・スポーツ活動の実施（駅伝大会、スポーツ講演会、協会表彰、スポーツ教室など）
・加盟スポーツ団体による協議会の支援
・市主催のスポーツ・レクリエーション事業への支援

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

市国保補助金 0 442 159

事業収入 1,376 1,382 582

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 2,438 2,568 3,118

会費収入 160 160 160

自主事業収入 0 214 0

繰越金 112 0

体育推進事業（一般管理事業 976 956 959

収　入　合　計 （Ｂ） 4,089 4,770 4,020

体育推進事業（一般管理経費 672 272 292

0

雑収入 3 4 1

受託事業収入 0 0 0

0 282 0

歩くスキーの集い開催事業経費 0 190 192

花・水・木ウォーク開催事業経費

0 0

助成金支出 800 800 800

職員給与費 1,641 1,753 1,777

 全体支出に対する本
市
補助・交付金の割合

（Ａ）÷（Ｃ）
60 60 78

支　出　合　計 （Ｃ） 4,089 4,253 4,020

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 517 0

支　　出

受託事業 0 0 0

自主事業 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全額 全額 要綱に定める

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 4,089 4,253 4,020

補助・交付金の算出根拠 定額補助

 対象経費に対する補
助
または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 60 60 78



別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第

（第

（施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価結果・評価コメント】

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

284 事務事業名 体育協会活動支援事業 担当部署 教育部　社会教育課 電話 内線890

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 北広島市体育協会補助金交付要綱

事務事業開始年度 昭和50年代

個別計画等 北広島市教育基本計画2011-2020〃  終了予定年度

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

2 章） 人と文化を育むまち

8 節） スポーツ活動の推進

2

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 一般会計 補助単独区分 単独

競技スポーツの振興

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画については、推進計画の計画内容を記入してください。）

２ 対　　象 　北広島市体育協会

３ 目的と内容 　本市のスポーツの普及・振興を図るため、北広島市体育協会の運営費及び事業費に対し、補助金を交付する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

北広島市体育協会への補助金の交付
（１）スポーツ事業の実施(駅伝大会、スポーツ講演会、協会表彰、スポーツ教室など）
（２）加盟スポーツ団体による協議会の支援
（３）市主催のスポーツ・レクリエーション事業への支援

2
3
年
度

北広島市体育協会へ補助金を交付する。
（１）スポーツ事業の実施(駅伝大会、スポーツ講演会、協会表彰、スポーツ教室など）
（２）加盟スポーツ団体による協議会の支援
（３）市主催のスポーツ・レクリエーション事業への支援

北広島市体育協会補助金
2,568千円

北広島市体育協会補助金
2,568千円

北広島市体育協会補助
金
3,118千円

北広島市体育協会補助
金
3,118千円

北広島市体育協会補助
金
3,118千円

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

計画 実績 ＊計画 ＊計画 ＊計画

　現状継続とするが、体育協会に交付金を交付する根拠を明確にしておく必要がある。

前 年 度
２次評価

― ―

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続
　現状で継続するもＮPＯ法人となり、市内におけるスポーツ活動の主軸になりつつある体
育協会の運営への支援を、様々な角度から検討していく。

２ 次 評 価 現状継続

総合判定 平成24年度に向けた具体的な方向性
評価区分



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

（単位：千円）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

0 0

道支出金 0 0 0 0

決算額、当初予算額又は推進計画額 2,568 3,118 3,118 3,118

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 0 0

地方債 0 0 0 0

その他特財 0 0 0 0

一般財源 2,568 3,118 3,118 3,118

 ① 合　計 2,568 3,118 3,118 3,118

9,000

 ④ ＝②×③ 450 450 450 450

人　件　費

② 人　数（年間） 0.05 0.05 0.05 0.05

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

総事業費①＋④ 3,018 3,568 3,568 3,568

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度

②加盟員数 目標値
人

2,900 2,900

平成２４年度 平成２５年度

活
動
指
標

①加盟団体数 目標値 団
体

25 25 25 25

2,900 2,900

実績値 2,800

実績値 25

実績値

③ 目標値

実績値

④ 目標値

成
果
指
標

加盟団体率 目標値
％

100 100

加盟員率 目標値
％

100 100

加盟員数/目標値 実績値 96.6

100 100

加盟団体数/目標値 実績値 100

100 100

市民のスポーツへの意識が高まる中、加盟団員2,800名を有す
る体育協会の活動は、計画的な事業実施により、おおむね成果
は上がっている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

体育協会の活動にはこれまで行政が実施していた事業が多く含
まれていることから、体育協会との連携による市民スポーツの
振興・普及は十分効果的である。

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

体育協会の活動にはこれまで行政が実施していた事業が多く含
まれており、それらの事業の継続や向上、それらを通じたスポー
ツの振興を図るという点において、市民スポーツの振興・普及を
担う体育協会との連携は妥当である。

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

3
一定の基準に基づき各単位団体の支援を行っており公平性は
保たれている。

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
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